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第１章 調査概要                    

 

１ 調査の目的 

令和６年度に策定した「奈良県こどもまんなか未来戦略」（Ｒ６～Ｒ１１）における施策効

果の検証及び県内のこども・若者の意識・実態を把握し、効果的な支援施策の計画を策定す

る基礎資料として活用することを目的に実施した。 

 

２ 調査の実施概要 

（１）調査対象 

令和７年８月１日時点で県内に在住している１３歳以上２９歳以下の者 ５,０００人 

 

（２）調査項目 

調査項目 質問項目 

個人に関すること ・自分の現在の状況 

・自分の将来に関すること 

・自分の周囲の状況 

・「安心できる」と思える場所 

こども・若者政策に関すること ・「こどもまんなか社会」という言葉を聞い

たことがあるか 

・奈良県が「こどもまんなか社会」の実現に

向かっていると思うか 

・「奈良県こどもまんなか未来戦略」におけ

る取組方針を支持するか 

・「こどもは権利の主体である」と思うか 

・自らが当事者となる身近なことがらにつ

いて自身の意見を述べることができている

か 

・自らが当事者となる政策（こども・若者政

策）に関して意見の述べる機会・場所の有

無 
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社会・地域に関すること ・こども・若者を取り巻く奈良県の現状 

・奈良県の子育て環境 

回答者の属性 ・性別 

・年齢 

・職業 

・在籍している学校 

・最後に卒業または中退した学校 

・婚姻状況 

・こどもの有無 

・居住市町村 

・同居している人 

・暮らし向き・生活水準 

 

（３）調査方法 

配布は郵送方式、回答はＷＥＢによる無記名調査 

 

（４）抽出方法 

県内市町村から１８１地点を抽出し、当該地点における選挙人名簿または住民基本台帳か

ら系統抽出法により無作為抽出 

 

（５）調査期間 

令和７年１１月１日～１１月３０日 

 

（６）回収結果 

配布数 送達不能数 回収数 無効 有効回答数 有効回答率 

5,000 37 1,359 0 1,359 27.2% 

 

３ 回答者の状況 

属性ごとの有効回答者数と構成比は以下のとおり。 
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（１）性別 

回答 有効回答数 構成比 

男性 569 41.9％ 

女性 750 55.2% 

その他（どちらともいえない、わからない、答えたくない） 40 2.9% 

全体 1,359 100.0% 

 

（２）年齢 

回答 
有効回答数 

構成比 
  男性 女性 その他 

13-14歳 183 79 95 9 13.5% 

15-19歳 438 200 228 10 32.2% 

20-24歳 345 155 178 12 25.4% 

25-29歳 393 135 249 9 28.9% 

全体 1359 569 750 40 100.0% 

 

（３）地域 

回答 市町村 有効回答数 構成比 

北部 
奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山添

村、川西町、三宅町、田原本町 
735 54.1% 

西部 
平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、

王寺町、河合町 
134 9.9% 

中部 
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城

市、高取町、明日香村、広陵町 
378 27.8% 

東部 桜井市、宇陀市、曽爾村、御杖村 68 5.0% 

南東部 
吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 
20 1.5% 

南西部 五條市、野迫川村、十津川村 24 1.8% 

全体 1,359 100.0% 
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（４）職業 

回答 有効回答数 構成比 

学生・生徒（進学準備中を含む） 787 57.9% 

正規の職員・従業員 386 28.4% 

パート・アルバイト 60 4.4% 

専業主婦・専業主夫 18 1.3% 

無職（仕事を探している） 24 1.8% 

契約社員・嘱託 18 1.3% 

自営業・自由業 15 1.1% 

無職（仕事を探していない） 9 0.7% 

会社などの役員 11 0.8% 

派遣社員 9 0.7% 

家事手伝い 4 0.3% 

家族従業者・内職 5 0.4% 

その他（上記のいずれにもあてはまらない） 13 1.0% 

全体 1,359 100.0% 

 

 

（５）在籍している学校（進学準備中の場合は、進学しようとしている学校） 

回答 有効回答数 構成比 

高等学校（中等教育学校の後期課程を含む） 255 32.4% 

大学 210 26.7% 

中学校（中等教育学校の前期課程、義務教育学校の後期課程を含む） 247 31.4% 

大学院 18 2.3% 

専修学校・専門学校 22 2.8% 

高等専門学校・短期大学 17 2.2% 

その他 18 2.3% 

全体 787 100.0% 
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（６）最後に卒業（または中退）した学校（「学生・生徒（進学準備中を含む）」以外） 

回答 有効回答数 構成比 

大学 288 50.3% 

高等学校（中等教育学校の後期課程を含む） 102 17.8% 

専修学校・専門学校 74 12.9% 

高等専門学校・短期大学 57 10.0% 

大学院 20 3.5% 

中学校（中等教育学校の前期課程、義務教育学校の後期課程を含む） 12 2.1% 

その他 19 3.3% 

全体 572 100.0% 

 

 

（７）婚姻状況 

回答 有効回答数 構成比 

未婚（１８歳未満の人を含む） 1,198 88.2% 

既婚（事実婚や同性のパートナーとくらしている場合を含む）  158 11.6% 

離別・死別 3 0.2% 

全体 1,359 100.0% 

 

 

（８）こどもの有無 

回答 有効回答数 構成比 

いる 98 7.2% 

いないが、自分または配偶者が妊娠中である 13 1.0% 

いない 1,248 91.8% 

全体 1,359 100.0% 
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（９）同居している人 

回答 有効回答数 構成比 

母 1,058 77.9% 

父 944 69.5% 

きょうだい 758 55.8% 

祖父母 159 11.7% 

配偶者（事実婚や同性のパートナーを含む） 162 11.9% 

子 89 6.5% 

その他親族 14 1.0% 

その他（ホームステイをしている人など） 19 1.4% 

同居している人はいない（単身世帯） 77 5.7% 

全体 1,359 100.0% 

 

 

（１０）暮らし向き 

回答 有効回答数 構成比 

上 132 9.7% 

中の上 415 30.5% 

中の中 605 44.5% 

中の下 170 12.5% 

下 37 2.7% 

全体 1,359 100.0% 

 

 

４ 調査結果の表示方法、数値の取扱い 

 ● 設問ごとの集計母数は、グラフ下に「Ｎ＝＊＊＊」と表記している。 

 ● 集計結果の百分率（％）は、小数点第２位を四捨五入した値を表記している。この

ため、単数回答設問の選択肢ごとの構成比の見かけ上の合計が 100.0％にならない場

合がある。 

 ● 複数回答設問では、当該設問に回答すべき回答者数を母数として選択肢ごとにそれ

ぞれ構成比を求めている。そのため、構成比の合計は通常 100.0％にはならない。 
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５ 調査結果の精度 

今回の調査は標本調査のため、調査結果（標本測定値）から母集団の意識や課題、要望

を推定することができる。ただし、標本（調査対象）抽出の際に生じる標本誤差を考慮し

たうえで調査結果を分析し、また母集団の意識や課題、要望を推定する必要がある。 

世論調査では、信頼度 95％（同じ調査で標本（調査対象）を変えて行った場合、100 回

中 95 回までは同様の結果が得られる（５回程度は異なる結果が出ることは許容される）

と考えてもよい）の水準を求めるのが一般的とされている。 

これに基づき、今回の調査における標本測定値の標本誤差は以下の数式で求められる。 

 

𝜀 = ±1.96√
Ｎ−ｎ

Ｎ−１
×
Ｐ(１−Ｐ)

ｎ
 

 

ε： 標本誤差 

±1.96： 信頼度 95％の時の信頼係数 

Ｎ： 母集団数（本調査では 196,648 人） 

ｎ： 標本数（回収数。本調査では有効回答数 1,359 件） 

Ｐ： 標本測定値（50％のときに最大） 

 

上記の式に必要な数値（P＝50％で計算）をあてはめて計算すると、「ε（標本誤差）＝

±2.65％」（小数第３位四捨五入）という数値が得られる。このことから、今回と同じ調査

を、調査対象を変えて行った場合で、ある設問のある選択肢（ただし、有効回答数が

1,359 のものに限る）の回答比率が 50％であった場合、その回答比率の誤差は±2.65％

（47.35％～52.65％）の範囲内であると考えても間違いないということができる。 

なお、本調査においては n（標本数）が 1,359 より少ない設問があり、それにあっては標

本誤差が相対的に大きくなることに注意を要する。 
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第２章 調査結果                    

Ⅰ 個人に関すること 

 

（N=1359） 
 

 

（N=1359） 
 
  

問１ あなたの現在の状況について、最も近いものをそれぞれ１つだけ選んでください。 

問２ あなたの将来に関することについて、最も近いものをそれぞれ１つだけ選んでく
ださい。 
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（N=1359） 
 

 
結果は P3「3 回答者の状況  (2) 年齢」に掲載 
 

 
結果は P5「3 回答者の状況  (8) 子どもの有無」に掲載 
 

 

（N＝98） 
  

問３－１ あなたとあなたの周囲の状況について、最も近いものをそれぞれ１つだけ選
んでください。 

問３－２ 令和７年８月１日におけるあなたの年齢を教えてください。 

問３－３ 【年齢が 18 歳～29 歳の方】あなたに現在、お子さん（養子を含む）はいらっ
しゃいますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

問３－４ こどもがいる方におうかがいします。あなたは「自分のこどもの世話や看病
について頼れる人がいる」と思いますか？あてはまるものを１つだけ選んでください。 
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（N=1359） 
 
  

問４ 次のうち、あなたが「安心できる」と思える場所はどこですか？あてはまるものを
すべて選んでください。 
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Ⅱ こども・若者政策に関すること 

 

（N=1359） 
 

 

（N=1359） 
 
 

 

問５ 「こどもまんなか社会」という言葉を聞いたことがありますか？あてはまるもの
を１つだけ選んでください。 

問６ 「こどもまんなか社会」とは、「常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに
関する取組・政策を真ん中に据えた社会」のことです。あなたは、奈良県が「こどもまん
なか社会」の実現に向かっていると思いますか？あてはまるものを１つだけ選んでくだ
さい。 
※「こども」とは１８歳未満の人をいいます 

問７－１ 奈良県は「こどもまんなか社会」をめざして「奈良県こどもまんなか未来戦
略」という計画を策定しました。「奈良県こどもまんなか未来戦略」における取組方針は
次のとおりです。 
あなたは、この９つの取組方針について支持しますか？それぞれについて、あてはまる
ものを１つだけ選んでください。 
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（１）こども・若者の視点に立った施策の立案と推進 

こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に参画する
ことが、社会への影響力を発揮することにつながります。また、おとなは、こども・若者の最善の利益
を実現する観点から、こども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて尊重します。これらは、こど
も基本法の理念の一部として規定されています。 
 このようなこども基本法の理念に基づき、こども・若者の意見を聴取し、施策に反映されるよう取
り組みます。 
 
（２）ジェンダーギャップの解消を始めとした社会全体の意識・構造の改革 
 こども・若者が、多様な価値観に出会い、相互に人格と個性を尊重し合いながら、その多様性が尊
重され、尊厳が重んぜられ、固定的な性別役割分担意識や特定の価値観、プレッシャーを押しつけら
れることなく、主体的に自分らしく、幸福に暮らすことができるように支えることが重要です。 
 奈良県は固定的性別役割分担意識が全国的に見ても根強く、女性の家事・育児に要する時間が全国
で最長となっており、母親に子育ての負担が大きくかかっていることを変える必要があります。また、
社会全体でこどもや子育てを見守り、支える意識を高め、社会全体の構造を変えるよう取り組みます。 
 
（３）若い世代、ひとり親世帯の所得の向上 
 若い世代が将来にわたる生活の基盤を確保することで、将来に希望を持って生きることができる社
会をつくることが、少子化克服の鍵となっています。 
 近年、若い世代が結婚やこどもを産み、育てることへの希望を持ちながらも、経済的な不安等から
将来展望を描けない傾向にあることから、雇用と所得環境の安定や、ひとり親世帯への自立支援等に
ついて取り組みます。 
 
（４）男女ともに仕事と家庭・子育てを両立できる職場環境の整備 
 固定的性別役割分担意識等を前提とした働き方や暮らし方を見直し、男女ともに仕事と家庭・子育
てを両立できる環境づくりを促進します。 
 本県は女性の就業率が全国で最も低く、柔軟な働き方ができる職場づくりが必要です。共働き、共
育て、共家事を推進し、結婚や子育てに対する負担感の軽減につながるよう取り組みます。 
 
（５）個人の希望に応じた選択ができるよう、結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援の充実 
 結婚、妊娠、出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであり、多様な価値観、考え方を尊
重することを大前提とし、若い世代が自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てたい
と望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で若い世代を支えていくことが重要です。 
 このような、こどもや若者、子育て当事者がライフステージに応じて、様々な課題に対処できるよ
う取り組みます。 
 

問７－２ 以上の（１）～（９）の取組方針全体について支持しますか？あてはまるも
のを１つだけ選んでください。 
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（６）困難な状況に置かれているこども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実 
貧困、虐待、いじめ等の困難な状況に置かれているこどもや若者、子育て世帯を誰一人取り残さず、

その特性や支援ニーズに応じたきめ細かい支援を行うことが重要です。 
このことから、こども・親の誰もが、困りごとを相談でき、支援につなげられるよう取り組みます。 

 
（７）こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。 
このことから、障害のあるこどもや医療的ケア児などの特別な配慮を必要とするこどもを含め、一

人一人のこどもが学びや遊びを通じてすこやかに成長し、また、子育て世帯の負担感を軽減できるよ
う、教育、保育等の体制整備に取り組みます。 
 
（８）妊娠、出産、こども、子育てを支える保健医療提供体制の充実 
 こどもがいつでも安心して医療サービスを受けられる小児医療体制や、地域の周産期医療体制を確
保し、妊娠、出産、こども、子育てを支えることができる保健医療提供体制の充実に取り組みます。 
 
（９）こども、子育てにやさしいインクルーシブなまちづくり 
 こどもや子育て当事者の目線に立ち、障害のあるこども・若者や、発達に特性のあるこども・若者
の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進できるよう、障害の有無等に関わらず、こども
がのびのびと遊ぶことができる空間を創出します。 
 また、交通アクセスや授乳などの場所を気にすることなく、子育て世帯が外出し、楽しむことがで
きるようなまちづくりに取り組みます。 

（N=1359） 
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（N=1359） 
 

 

（N=1359） 
 

 
 

（N=1359） 

問８ 「こどもは権利の主体である」すなわち「こどもも、ひとりの人間としておとなと
同じように権利をもっている」と思いますか？あてはまるものを１つだけ選んでくださ
い。 

問９ 自らが当事者となる政策（こども・若者政策）に関して、自身の意見を聴いてもら
えていると思いますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

問１０－１ 自らが当事者となる身近なことがら（家庭におけるルール、進路・就職先の
決め方、校則・職場ルールなど）に関して、あなた自身の意見を述べることができていま
すか？あてはまるものを１つだけ選んでください。 
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（N=1359） 
 

 

（N=439） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（N=439） 

（問１０－２で「１ ある」「２ 少しある」と答えた人にお尋ねします） 
問１０－３ どのような場所や機会で自身の意見を述べることができていますか？あて
はまるものをすべて選んでください。 

（問１０－２で「１ ある」「２ 少しある」と答えた人にお尋ねします） 
問１０－４ あなたが述べた意見が実現した経験はありますか？あてはまるものを１つ
だけ選んでください。 

問１０－２ 自らが当事者となる政策（こども・若者政策）に関して、あなたが自身の意
見を述べる場所や機会はありますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 
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（N=274） 
 

（N=165） 
 
  

（問１０－４で「１ ある」と答えた人にお尋ねします） 
問１０－５ どのようにして実現しましたか？あてはまるものをすべて選んでください。 

（問１０－４で「２ ない」と答えた人にお尋ねします） 
問１０－６ あなたが意見を述べた結果、自分を含む誰かに何らかの行動がありました
か？あてはまるものをすべて選んでください。 
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（N=42） 
 

 

（N=920） 

（問１０－６で「１ 実現に向けて、あなたが主体的に行動した」または「２ 実現に向
けて、あなたが述べた意見を聴いた人・団体が行動を行った」と答えた人にお尋ねします） 
問１０－７ あなたの意見が実現しなかった要因や実現するための課題となったものは
何でしたか？あてはまるものをすべて選んでください。 

（問１０－２で「３ あまりない」「４ 全くない」と答えた人にお尋ねします） 
問１０－８ あなたが、自らが当事者となる政策（こども・若者政策）に関して自身の
意見を述べられるようになるためには、どのようなことが実現すればよいと思います
か？あてはまるものをすべて選んでください。 
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Ⅲ 社会・地域に関すること 

 

 

（N=1359） 
 

 

（N=1359） 
 
 
 

問１１ こども・若者を取り巻く奈良県の現状について、最も近いものをそれぞれ１つ
だけ選んでください。 

問１２ 奈良県の子育て環境について、最も近いものをそれぞれ１つだけ選んでください。 
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第３章 奈良県における指標及び経年調査               

令和６年１０月、「奈良県こどもまんなか未来戦略」が策定された。 

奈良県は、本計画に基づき、奈良県の実情等を踏まえ、こども（※）をまんなかにおき、

社会全体で子育てを支援するあたたかい県民性をはぐくむことを目指し、こども政策を総

合的に推進している。 

本計画に基づく施策の効果が充分に発現しているかを確認するため、本調査の調査項目か

らその一部を抜粋し、以下のように目標値を設定した。初回調査を行った令和 6 年度以降、

経年調査において把握する現状値が目標値に有意に近づいていけば、その数値の変化に施

策が少なからず寄与していると考えられる。 

なお、抜粋する調査項目の選定にあたっては、こども基本法に基づく「こども大綱」（令和

５年１２月２２日閣議決定）における数値目標を参考とした。 

 

※「こども」とは・・・こども基本法において、心身の発達の過程にある者をいう。 

 

※１ 「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と答えた人の割合 

※２ 設問では「自らが当事者となる政策（こども・若者政策）に関して、あなたが自身の意見を述べる場所や機会は

ありますか」と記載している 

※３ この設問のみ、有効回答数が９８であるため、標本誤差が大きくなる 

 

 令和 6 年度調査と比べると、「3．『今の自分が好きだ』と思う人の割合（自己肯定感の高

さ）」（以下、「項目３」という）以外のすべての設問で、値が上昇している。また、項目３

についても 0.3 ポイントの低下にとどまっており、昨年度と同程度といえる。 

項　目
本調査における

設問

目標値

（R11年度）

R６年度調査

の値

現状値

（Ｒ７年度。

本調査の値）

１．「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合 問6 50% 14.2% 21.3%　※1

２．「生活に満足している」と思う人の割合 問1 ① 現状維持 71.6% 73.8%　※1

３．「今の自分が好きだ」と思う人の割合（自己肯定感の高さ） 問1 ③ 70% 52.5% 52.2%　※1

４．社会的スキルを身につけている人の割合 問1 ⑥ 70% 53.4% 55.0%　※1

５．「自分には自分らしさというものがある」と思う人の割合 問1 ④ 90% 74.1% 74.2%　※1

６．「どこかに助けてくれる人がいる」と思う人の割合 問3ｰ1 ① 90% 86.6% 88.9%　※1

７．「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思う人の割合　　 問1 ⑤ 現状維持 72.2% 72.5%　※1

８．「こども政策に関して自身の意見が聴いてもらえている」と思う人の割合　※2 問9 50% 21.4% 30.9%　※1

９．「自分の将来について明るい希望がある」と思う人の割合 問2 ① 70% 48.4% 52.9%　※1

10．「奈良県の将来は明るい」と思う人の割合 問11 ① 50% 23.0% 31.8%　※1

11．「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と思う人の割合 問12 ① 50% 22.2% 26.9%　※1

12．「こどもの世話や看病について頼れる人がいる」と思う子育て当事者の割合　※3　　 問3ｰ4 90% 83.5% 85.7%　※1
　　　



20 

 

第４章 資料                     

１ 依頼文 
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２ オンライン回答の案内 
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３ 設問 

※実際の WEB 回答画面とは異なります。 

 

Ⅰ 個人に関すること 

 

問１ あなたの現在の状況について、最も近いものをそれぞれ１つだけ選んでください。 

 

 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

どちらとも 

いえない 

どちらかと 

いえば 

そう思わな

い 

そう思わな

い 

現在の生活に満足している 1 2 3 4 5 

今、自分が幸せだと思う 1 2 3 4 5 

今の自分が好きだ（自己肯定感が高い） 1 2 3 4 5 

自分には自分らしさというものがある 1 2 3 4 5 

社会生活や日常生活を円滑に送ること

ができている 
1 2 3 4 5 

自分は社会的スキル（社会で生きてい

くために必要なスキル）を身につけて

いる 

1 2 3 4 5 

 

 

問２ あなたの将来に関することについて、最も近いものをそれぞれ１つだけ選んでくだ

さい。 

 

 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

どちらとも 

いえない 

どちらかと 

いえば 

そう思わな

い 

そう思わな

い 

自分の将来について明るい希望がある 1 2 3 4 5 

自分の将来についての人生設計（ライ

フプラン）について考えたことがある 
1 2 3 4 5 

社会のために役立つことをしたい 1 2 3 4 5 
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問３－１ あなたとあなたの周囲の状況について、最も近いものをそれぞれ１つだけ選ん

でください。 

 

 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

どちらとも 

いえない 

どちらかと 

いえば 

そう思わな

い 

そう思わな

い 

どこかに助けてくれる人がいる 1 2 3 4 5 

自分には人とのつきあいがないと感じ

ることがある 
1 2 3 4 5 

自分は取り残されていると感じること

がある 
1 2 3 4 5 

自分は他の人たちから孤立していると

感じることがある 
1 2 3 4 5 

 

問３－２ 令和７年８月１日におけるあなたの年齢を教えてください。 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 
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（問３－２で「１８」～「２９」と答えた人にお尋ねします） 

問３－３ あなたに現在、お子さん（養子を含む）はいらっしゃいますか。あてはまるもの

を１つだけ選んでください。 

１ いる（同居している） 

２ いる（同居していない） 

３ いないが、自分または配偶者が妊娠中である 

４ いない 

 

（問３－３で「１ いる（同居している）」「２ いる（同居していない）」と答えた人にお

尋ねします） 

問３－４ お子さんがいらっしゃる方におうかがいします。あなたは「自分のこどもの世話

や看病について頼れる人がいる」と思いますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１ そう思う 

２ どちらかといえばそう思う 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえばそう思わない 

５ そう思わない 

 

問４ 次のうち、あなたが「安心できる」と思える場所はどこですか。あてはまるものを

すべて選んでください。 

１ 自分の部屋 

２ 家庭（実家や親族の家を含む） 

３ 学校（卒業した学校を含む） 

４ 職場（過去の職場を含む） 

５ 地域（図書館や公民館や公園など、現在住んでいる場所やそこにある建物など） 

６ インターネット空間（ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅやオンラインゲームなど） 

７ その他（      ） 

８ 「安心できる」と思える場所はない 
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Ⅱ こども・若者政策に関すること 

 

問５ 「こどもまんなか社会」という言葉を聞いたことがありますか。あてはまるものを１

つだけ選んでください。 

１ 聞いたことがあり、意味も理解している 

２ 聞いたことがあるが、意味は知らない 

３ 聞いたことがない 

 

問６ 「こどもまんなか社会」とは、「常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関

する取組・政策を真ん中に据えた社会」のことです。あなたは、奈良県が「こどもまんなか

社会」の実現に向かっていると思いますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

※「こども」とは１８歳未満の人をいいます 

１ そう思う 

２ どちらかといえばそう思う 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえばそう思わない 

５ そう思わない 

 

問７－１ 奈良県は「こどもまんなか社会」をめざして「奈良県こどもまんなか未来戦

略」という計画を策定しました。「奈良県こどもまんなか未来戦略」における取組方針は

次のとおりです。 

あなたは、この９つの取組方針について支持しますか。それぞれについて、あてはまるもの

を１つだけ選んでください。 

 

取組方針 

（１）こども・若者の視点に立った施策の立案と推進 

こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に

参画することが、社会への影響力を発揮することにつながります。また、おとなは、こども・

若者の最善の利益を実現する観点から、こども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて尊

重します。これらは、こども基本法の理念の一部として規定されています。 

 このようなこども基本法の理念に基づき、こども・若者の意見を聴取し、施策に反映され

るよう取り組みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 
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３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

（２）ジェンダーギャップの解消を始めとした社会全体の意識・構造の改革 

 こども・若者が、多様な価値観に出会い、相互に人格と個性を尊重し合いながら、その多

様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、固定的な性別役割分担意識や特定の価値観、プレッシ

ャーを押しつけられることなく、主体的に自分らしく、幸福に暮らすことができるように支

えることが重要です。 

 奈良県は固定的性別役割分担意識が全国的に見ても根強く、女性の家事・育児に要する時

間が全国で最長となっており、母親に子育ての負担が大きくかかっていることを変える必

要があります。また、社会全体でこどもや子育てを見守り、支える意識を高め、社会全体の

構造を変えるよう取り組みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

（３）若い世代、ひとり親世帯の所得の向上 

 若い世代が将来にわたる生活の基盤を確保することで、将来に希望を持って生きること

ができる社会をつくることが、少子化克服の鍵となっています。 

 近年、若い世代が結婚やこどもを産み、育てることへの希望を持ちながらも、経済的な不

安等から将来展望を描けない傾向にあることから、雇用と所得環境の安定や、ひとり親世帯

への自立支援等について取り組みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 



27 

 

（４）男女ともに仕事と家庭・子育てを両立できる職場環境の整備 

 固定的性別役割分担意識等を前提とした働き方や暮らし方を見直し、男女ともに仕事と

家庭・子育てを両立できる環境づくりを促進します。 

 本県は女性の就業率が全国で最も低く、柔軟な働き方ができる職場づくりが必要です。共

働き、共育て、共家事を推進し、結婚や子育てに対する負担感の軽減につながるよう取り組

みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

（５）個人の希望に応じた選択ができるよう、結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支

援の充実 

 結婚、妊娠、出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであり、多様な価値観、

考え方を尊重することを大前提とし、若い世代が自らの主体的な選択により、結婚し、こど

もを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で若い世代を支えて

いくことが重要です。 

 このような、こどもや若者、子育て当事者がライフステージに応じて、様々な課題に対処

できるよう取り組みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

（６）困難な状況に置かれているこども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実 

貧困、虐待、いじめ等の困難な状況に置かれているこどもや若者、子育て世帯を誰一人取

り残さず、その特性や支援ニーズに応じたきめ細かい支援を行うことが重要です。 

このことから、こども・親の誰もが、困りごとを相談でき、支援につなげられるよう取り

組みます。 
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１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

（７）こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。 

このことから、障害のあるこどもや医療的ケア児などの特別な配慮を必要とするこども

を含め、一人一人のこどもが学びや遊びを通じてすこやかに成長し、また、子育て世帯の負

担感を軽減できるよう、教育、保育等の体制整備に取り組みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

（８）妊娠、出産、こども、子育てを支える保健医療提供体制の充実 

 こどもがいつでも安心して医療サービスを受けられる小児医療体制や、地域の周産期医

療体制を確保し、妊娠、出産、こども、子育てを支えることができる保健医療提供体制の充

実に取り組みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

（９）こども、子育てにやさしいインクルーシブなまちづくり 

 こどもや子育て当事者の目線に立ち、障害のあるこども・若者や、発達に特性のあるこど

も・若者の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進できるよう、障害の有無等

に関わらず、こどもがのびのびと遊ぶことができる空間を創出します。 
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 また、交通アクセスや授乳などの場所を気にすることなく、子育て世帯が外出し、楽しむ

ことができるようなまちづくりに取り組みます。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

問７－２ 以上の（１）～（９）の取組方針全体について支持しますか。あてはまるものを

１つだけ選んでください。 

 

１ 支持する 

２ どちらかといえば支持する 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえば支持しない 

５ 支持しない 

６ わからない 

 

問８ 「こどもも、ひとりの人間としておとなと同じように権利をもっている」と思います

か。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１ そう思う 

２ どちらかといえばそう思う 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえばそう思わない 

５ そう思わない 

 

問９ 自らが当事者となる政策（こども・若者政策）に関して、自身の意見を聴いてもらえ

ていると思いますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

 

１ そう思う 

２ どちらかといえばそう思う 

３ どちらともいえない 

４ どちらかといえばそう思わない 

５ そう思わない 
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問１０－１ 自らが当事者となる身近なことがら（家庭におけるルール、進路・就職先の決

め方、校則・職場ルールなど）に関して、あなた自身の意見を述べることができていますか。

あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１ できている 

２ 少しできている 

３ どちらともいえない 

４ あまりできていない 

５ できていない 

 

問１０－２ 自らが当事者となる政策（こども・若者政策）に関して、あなたが自身の意見

を述べる場所や機会はありますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１ ある 

２ 少しある 

３ あまりない 

４ 全くない 

 

（問１０－２で「１ ある」「２ 少しある」と答えた人にお尋ねします） 

問１０－３ どのような場所や機会で自身の意見を述べることができていますか。あては

まるものをすべて選んでください。 

１ 学校の授業・活動 

２ 仕事 

３ 地域の活動（ＮＰＯ、ボランティアなど） 

４ 自治体が主催するイベント（地域づくりイベント、こども議会など） 

５ インターネット空間（ＳＮＳなど） 

６ その他（     ） 

 

（問１０－２で「１ ある」「２ 少しある」と答えた人にお尋ねします） 

問１０－４ あなたが述べた意見が実現した経験はありますか。あてはまるものを１つだ

け選んでください。 

１ ある 

２ ない 

 

（問１０－４で「１ ある」と答えた人にお尋ねします） 

問１０－５ どのようにして実現しましたか。あてはまるものをすべて選んでください。 

１ あなたが主体的に行動することで実現した 

２ あなたが述べた意見を聴いた人・団体が実現させた 
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３ どのように実現したかはわからない 

４ その他（     ） 

 

（問１０－４で「２ ない」と答えた人にお尋ねします） 

問１０－６ あなたが意見を述べた結果、自分を含む誰かに何らかの行動がありましたか。

あてはまるものをすべて選んでください。 

１ 実現に向けて、あなたが主体的に行動した 

２ 実現に向けて、あなたが述べた意見を聴いた人・団体が行動を行った 

３ 実現に向けた行動はなかった 

 

（問１０－６で「１ 実現に向けて、あなたが主体的に行動した」または「２ 実現に向け

て、あなたが述べた意見を聴いた人・団体が行動を行った」と答えた人にお尋ねします） 

問１０－７ あなたの意見が実現しなかった要因や実現するための課題となったものは何

でしたか。あてはまるものをすべて選んでください。 

１ 金銭（費用がかかりすぎる、必要な資金がないなど） 

２ 時間（時間がかかりすぎる、学業・仕事に支障をきたすため着手できないなど） 

３ 人手（人手が足りないなど） 

４ 周囲の理解を得られなかった 

５ 実現する方法がわからなかった 

６ その他（     ） 

 

（問１０－２で「３ あまりない」「４ 全くない」と答えた人にお尋ねします） 

問１０－８ あなたが、自らが当事者となる政策（こども・若者政策）に関して自身の意見

を述べられるようになるためには、どのようなことが実現すればよいと思いますか。あては

まるものをすべて選んでください。 

１ 意見を述べるための教育（主権者教育など）が充実すること 

２ 学校で意見を伝える機会（生徒会、地域との交流活動など）が充実すること 

３ 自分が希望する仕事に就くこと 

４ 地域の活動（ＮＰＯ、ボランティアなど）へ参加する機会が増えること 

５ 自治体が主催するイベント（地域づくりイベント、こども議会など）が充実すること 

６ 自治体がインターネット空間（ＳＮＳなど）を通じて広く意見を募集すること 

７ その他（     ） 

８ 自身の意見を述べたいとは思わない 
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Ⅲ 社会・地域に関すること 

 

問１１ こども・若者を取り巻く奈良県の現状について、最も近いものをそれぞれ１つだけ

選んでください。 

 

 

そう思う 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

どちらとも 

いえない 

どちらかと 

いえばそう 

思わない 

そう思わ

ない 

奈良県の将来は明るい 1 2 3 4 5 

これからも奈良県に住み続けたい 1 2 3 4 5 

奈良県には、こどもや若者の遊びや体

験活動の機会や場が十分にある 
1 2 3 4 5 

奈良県では、学校が、こどもが安全に

安心して過ごすことができる、こども

にとって大切な居場所となっている 

1 2 3 4 5 

奈良県では、こども・若者の心身の健

康等についての情報提供やこころの

ケアが十分だ 

1 2 3 4 5 

奈良県では、障害のあるこども・若者、

発達に特性のあるこども・若者の地域

社会への参加・包容（インクルージョ

ン）が推進されている 

1 2 3 4 5 

 

 

問１２ 奈良県の子育て環境について、最も近いものをそれぞれ１つだけ選んでください。 

 

 

そう思う 

どちらか

と 

いえば 

そう思う 

どちらと

もいえな

い 

どちらか

と 

いえばそ

う 

思わない 

そう 

思わない 

わからな

い 

奈良県は「結婚、妊娠、こども・子育

てに温かい社会」の実現に向かってい

る 

1 2 3 4 5 6 
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奈良県では、共働き・共育て（家庭内

で男女ともに仕事や家事、子育てに参

画すること）が推進されている 

1 2 3 4 5 6 

奈良県では、保護者の子育てが地域で

支えられている 
1 2 3 4 5 6 

奈良県では、保護者が、こどもの基本

的な生活習慣や自立心等を育む教育

を家庭で行うための支援がされてい

る 

1 2 3 4 5 6 
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Ⅳ 回答者個人に関すること（属性） 

 

問１３ あなたの性別を教えてください。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１ 男性 

２ 女性 

３ その他（どちらともいえない、わからない、答えたくない） 

 

問１４－１ あなたの主たる職業を教えてください。あてはまるものを１つだけ選んでく

ださい。 

１ 学生・生徒（進学準備中を含む） 

２ パート・アルバイト 

３ 派遣社員 

４ 契約社員・嘱託 

５ 正規の職員・従業員 

６ 会社などの役員 

７ 自営業・自由業 

８ 家族従業者・内職 

９ 専業主婦・専業主夫 

１０ 家事手伝い 

１１ 無職（仕事を探している） 

１２ 無職（仕事を探していない） 

１３ その他（上記のいずれにもあてはまらない） 

 

（問１４－１で「１．学生・生徒（進学準備中を含む）」と答えた人におうかがいします。） 

問１４－２ あなたが在籍している学校はどこですか。あてはまるものを１つだけ選んで

ください。 

１ 中学校（中等教育学校の前期課程、義務教育学校の後期課程を含む） 

２ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む） 

３ 専修学校・専門学校 

４ 高等専門学校・短期大学 

５ 大学 

６ 大学院 

７ その他 
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（問１４－１で「１．学生・生徒（進学準備中を含む）」以外と答えた人におうかがいし

ます。） 

問１４－３ あなたが最後に卒業（または中退）した学校はどこですか。あてはまるものを

１つだけ選んでください。 

１ 中学校（中等教育学校の前期課程、義務教育学校の後期課程を含む） 

２ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む） 

３ 専修学校・専門学校 

４ 高等専門学校・短期大学 

５ 大学 

６ 大学院 

７ その他 

 

（問３－２で「１８」～「２９」と答えた人にお尋ねします） 

問１５ あなたの現在の婚姻状況を教えてください。あてはまるものを１つだけ選んでく

ださい。 

１ 未婚 

２ 既婚（事実婚や同性のパートナーと暮らしている場合を含む。再婚し、現在、配偶者等

がいる場合もこちらを選択してください） 

３ 配偶者（事実婚や同性のパートナーを含む）と死別 

４ 配偶者（事実婚や同性のパートナーを含む）と離別 

 

問１６ あなたのお住まいの市町村を教えてください。 

奈良市 

大和高田市 

大和郡山市 

天理市 

橿原市 

桜井市 

五條市 

御所市 

生駒市 

香芝市 

葛城市 

宇陀市 

山添村 

平群町 
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三郷町 

斑鳩町 

安堵町 

川西町 

三宅町 

田原本町 

曽爾村 

御杖村 

高取町 

明日香村 

上牧町 

王寺町 

広陵町 

河合町 

吉野町 

大淀町 

下市町 

黒滝村 

天川村 

野迫川村 

十津川村 

下北山村 

上北山村 

川上村 

東吉野村 

 

問１７ あなたと同居している方をすべて選んでください。 

１ 父 

２ 母 

３ きょうだい 

４ 祖父母 

５ あなたの配偶者（事実婚や同性のパートナーを含む） 

６ あなたの子 

７ その他親族 

８ その他（ホームステイをしている人など） 

９ 同居している人はいない（単身世帯） 
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問１８ あなたの暮らし向き（衣・食・住・レジャーなどの物質的な生活水準）は、世間一

般と比べてみて、上から下までのどれにあたると思いますか。最も近いものを１つだけ選ん

でください。 

１ 上 

２ 中の上 

３ 中の中 

４ 中の下 

５ 下 
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